
 - 1 - 

令和８年度 生徒心得 

 

Ⅰ  学校内での生活について 

１ 登・下校について 

（ １ ）登校は原則 7:５0 以降とし、8:20 までには教室に入り、自席に座るようにしましょう。  

   ① 登校は８：２０までです。登校したら８：２０～８：３０までは朝学習または朝読書に取り組んでください。 

立ち歩きや私語は謹み、自分で進んで取り組むことが大切です。８：２５に出席を確認し、８：３０ 

から朝学活を行います。できるだけ、８：１５登校を心がけましょう。 

   ② 朝会・生徒朝会の日は少し早めに登校し、身だしなみを整え各自で体育館に集合します。 

 

（ ２ ）登校した後の外出は原則として認めません。 

（ ３ ）下校について（通常時程の場合） 

    ・一般生徒の最終下校時刻は５校時１４：５５、６校時１５：５５とする。 

    ・部活動生徒の下校時間は   １７：３０（１０月～２月） 

                           １８：００（３月～９月）     となります。  

（ ４ ）登下校においては以下の点を守りましょう。  

① 登下校は必ず通学路を通ってください（マンションの駐車場などは私有地です）。 

② 自転車での登下校は禁止です（再登校も同じです） 

③ 学校への出入りは正門を利用してください 

    （正門が施錠してあるときのみ、車両門を利用してもかまいません）。 

④ 登下校時は途中で寄り道をしてはいけません。 

⑤ 一度下校した後に、忘れ物などでやむを得ず登校する場合 

   ・あらかじめ学校に電話をし、再登校の許可を得ましょう。再登校の時間は、先生に確認してください。 

   ・登校する際は標準服を着用しましょう。登校したら職員室で先生の許可を得てから教室などに立ち入りましょう。 

⑥ 原則として夜間や休日は、校内には入れません。 

 

２ １日の生活について 

（ １ ）休み時間には次の授業の準備をすませ、学習に臨む姿勢を整えましょう。 

（ ２ ）先生が事情により遅れる場合があります。５分過ぎても先生が来ない場合、教科係が職員室に連絡に行ってく 

     ださい。 

（ ３ ）課題などの提出期限を守りましょう。 

（ ４ ）メモを取るなどして、忘れ物をしないように努めましょう。 

（ ５ ）話はしっかり聞きましょう。授業中の私語は厳禁です。 

（ ６ ）無断でほかの教室や、準備室、教官室、体育館の器具庫、倉庫などへ入ってはいけません。 

（ ７ ）授業で使用する教科書の貸し借りや、金品の貸し借り、売買をしてはいけません。 

生徒への配布資料 
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（ ８ ）廊下を走ったり、校舎内で奇声を発したりしてはいけません。 

（ ９ ）公共物は大切に扱い、壊したりしてはいけません。故意または重大な過失の場合は、保護者の方の弁償になる

こともあります。 

（ 10 ）ゴミは持ち帰るようにしましょう。 

（ 11 ）給食時に出たごみ・ティッシュは、食べ物を含んでいる可能性が高く、教室のゴミ箱に捨てると不衛  

   生なため、担任の先生が用意する缶に入れるようにしましょう。 

 

３ 持ち物について 

（ １ ）自分の持ち物にはしっかりと記名をしてください。 

（ ２ ）学校生活に必要のないものは持ってきてはいけません。また、身に付けないでください。      

携帯電話・スマートフォンなども同じです。 

（ ３ ）学校にマンガ・雑誌・遊具は持ち込まないでください。ただし、文庫本はかまいません。 

（  ４  ）下校するときは、勉強道具を机の中に置いていかないでください。また、私物をロッカーの上等に放置しな

いようにしましょう。 

（  ５  ）部活動の道具（ボール・大きい鞄等）は、教室に置きっぱなしにならないよう、顧問の先生と連携を

とり、部のものとしてきちんと管理をしましょう。  

 

４ 飲み物について 

（ １ ）水筒を持ってくる場合には、中身はお茶類、またはスポーツドリンクにしてください。ジュースや甘いものを入れ 

てこないでください。また、ペットボトルの場合は、必ず記名したペットボトルカバーをして持ってきてください。 

（ ２ ）昼食の時間内は教室から出てはいけません。 

 

５ 生徒手帳・諸届について 

（ １ ）生徒手帳はいつも携帯してください。 

（ ２ ）体育の授業見学の場合も保護者の方に生徒手帳に記入していただき、体育の先生に届け出てください。 

（ ４ ）住所や緊急連絡先が変わった時は、すぐに担任の先生に伝えてください。 

（ ５ ）学割が必要な人は、必要となる日の１週間前までには事務室に申請してください。 

届け出用紙は事務室にあります。 

 

６ 定期考査による放課後活動・職員室入室について 

（ １ ）定期考査の１週間前、定期考査後２日間は部活動等放課後の活動は、原則として停止になります。 

（ ２ ）定期考査１週間前と、その後しばらくの間は成績処理期間となり、職員室への出入りはできません。 

 

７ 上履き（スリッパ）・傘の貸し出しについて 

（ １ ）上履きを忘れた場合、その日のみ貸し出します。終学活後に職員室に返却に来てください。 

（ ２ ）傘がなくて困っている場合、職員室にて貸し出します。次の日の朝、職員室に返却に来てください。 

（ ３ ）上履き・カサは、貸し出しファイルがあるので、職員室に先生に申し出た上で、借りるとき、返すときに必要事項

を記入してください。また必ず職員室に戻すようにしてください。 
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【上履きの記名の仕方 松木さんの場合】 

Ⅱ 服装・身だしなみについて 

１ 服装で気をつけること 

（ １ ）特別の指示がない限り、標準服（p.５を参照）で登校してください。 

（ ２ ）シャツ、体育着のすそは、スラックス・スカート、ジャージ・短パンにきちんと入れましょう。 

（ ３ ）ポロシャツのすそは、スラックス、スカートから出してかまいません。丈は短すぎたり、長すぎたりしないものにし

ましょう。 

（ ４ ）ブレザーを着用する場合は、ブレザーのボタンを留めましょう。 

（ ５ ）スラックスを下げたり、スカートを短くしてはくなどの異装をしてはいけません。スラックスの場合は必ずベルト

をしましょう。スカート丈はひざ丈程度（ひざが隠れる長さ）とします。 

（ ６ ）朝会は標準服を原則着用してください。 

 夏服の場合はシャツまたはポロシャツを基本とします。ネクタイ・リボンは着用しなくても構いません。 

（ ７ ）開襟シャツ・トレーナー・パーカーは着用できません。 

（ ８ ）ワイシャツ・ブラウス・半袖ポロシャツは、第１ボタンは開けてもかまいません。ただし儀式等でネクタイ・リボン 

     を着用する際は、第１ボタンまでとめてください。 

（ ９ ）リストバンド、ミサンガ等は身につけないでください。 

（ 10 ）様々な理由で標準服着用ができない場合は、先生に相談してください。 

（ １１ ）ワイシャツ・ブラウスの下に着る肌着やインナーの色は、【白・黒・紺・ベージュ】の無地のワンポイントまでと 

     します。袖や襟からだらしなく出ないようにしましょう。マナーとして、ワイシャツ・ブラウスの下に肌着を着ること 

     を推奨します。 

（ １２ ）上履きと、体育館履きには記名（苗字）をするようにしてください。上履きには上の部分と背の部分 

     の２か所、体育館履きには背の部分に記名をし、大切に扱っていきましょう。 

（ １３ ）５時間目、もしくは６時間目が体育の授業で、部活動がある生徒は、体育着のまま過ごしてもかまいません。

ただし、わざわざ部活動の練習着に着替えることはしないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松木 松木 

松
木 
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【体育館履きの記名の仕方】 

松木 松木 
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【 標準服・準標準服などの用品一覧 】 

 服装  ルール   

【標準服】  

目安：４月

～５月 /１０

月～３月  

・紺色ブレザー 

 （シングル または ダブル） 

・指定のスラックス  または  スカート  

・白のワイシャツ  または  ブラウス  

・ネクタイ  または  リボン    

・例年通り 

【軽装】  

目安：６月～

１０月  

・指定のスラックス  または  スカート  

・白のワイシャツ  または  ブラウス  

・白・黒・紺のポロシャツ  

・ポロシャツはワンポイントまで。  

・ワイシャツ、ブラウスの場合は、シャツ

を入れさせる。  

・ポロシャツのすそはスラックス・スカー

トに入れる必要はない。  

・ポロシャツの丈は長すぎたり短すぎた

りしないものとする。  

【自由服】  

目安： ７月下

旬～９月  

・環境や体調に配慮した、学校生活に支障のな

い服装 

・令和６年度カジュアルウィークと同様のルール。 

別紙「令和7年度服装について」参照  

  半袖 

ポロシャツ 

・ポロシャツの柄は、ワンポイント程度とします。  

ベルト  
・スラックスをはく場合は、ベルトは必ず着用してください。  

・原則として、色は黒か茶とします。  

靴下  

色は【白・紺・黒・灰】とします。ワンポイント程度の柄はかまいません。なお、

くるぶし丈のソックスは式典 (入学式・卒業式など )では着用を避けてください

。式典時は長めの靴下を着用してください。  
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ストッキング  

医師からの診断や進言があり、体調管理のために（体温低下防止措置が必

要な場合など）ストッキングを着用する必要がある場合は、保護者の方より申

し出がある場合に限り、着用を認めます。  

タイツ  冬季は防寒用タイツの着用を認めます。色は黒のみ。着用しても良い期間は１１月～３月。 

上履き  学年の区別がつくカラーバレーとします。  

体育館履き  
学校指定のものとします。儀式、朝会、そのほか指示された時をのぞき、体育

館以外で履いてはいけません。  

体育着  学校指定のものとします。  

 

 

２ 冬季における防寒着について  

（ １ ）登下校時に手袋・マフラー・ネックウォーマーを着用してもかまいません。 

（ ２ ）紺のブレザーの下に、セーター・セーターベストまたはカーディガンを着用してもかまいません。 

色は【黒・紺・灰・白・茶】など地味な色で、柄は無地（ワンポイント程度は可）のものとします。 

また袖や裾が極端に出ないものにしましょう。各学期の始・終業式、朝会での着用はかまいませんが、正しい着

こなしを心がけましょう。裾などが極端に長い着こなしは禁止です。 

（ ３ ）登下校時の防寒用コート、ジャンパー、ダウン、部活動で着ている上着等の着用を認めますが、各自が教室で

きちんと管理をしてください。 

（ ４ ）部活動を除き、グランドコートは着用できません。（R８年度外す） 

（ ５ ）季節や、気温に応じてひざ掛けの使用を認めます。 

 

３ 頭髪について 

（ １ ）中学生らしい髪型を心がけてください。 

（ 2 ）派手な剃り込み、不自然なヘアセット等があれば、「社会性」という観点から声かけ、指導をします。 

    よく考え、行動しましょう。 

（ 3 ）校内にて整髪料は使用しないでください。 

（ 4 ）髪を染めること、脱色・パーマ・カール等はしないでください。 

（ 5 ）長い髪は結び、ヘアピン・ゴムは華美な色は避けてください。基本的に髪の色に近い色のゴム、ピンを使用して 

     ください。 

（ 6 ）ヘアバンド、バレッタ、シュシュ等は使用しないでください。 
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４ 靴について 

（ １ ）通学の靴は、体育の授業に対応できる機能的なものにしてください。 

（ ２ ）靴は各自の責任においてしっかり管理し、ハイカットシューズのような大きすぎるものはさけてください。 

（ ３ ）革靴の場合、色は【黒、こげ茶】のものにしてください。 

（ ４ ）外靴、上履き、体育館履きにかかわらず、靴のかかとをつぶして履いてはいけません。 

 

５ かばんについて 

  かばんは、ロッカーに入る程度の大きさで、華美なものは避けてください。キーホルダーなどの飾りは過度につけ 

ないようにしてください。 

 

６ その他 

（ １ ）リップクリームを使う場合は、色つきのもの、つやがでるもの、香りのあるものは使用しないでください。ハンドク 

リームも同様です。 

（ ２ ）傘は自分のクラスの傘立てに置いてください。 

（ ３ ）ピアス、アクセサリー、マニキュア、化粧、その他それらに類するものは、学校生活では不要です。しないで来て

ください。 

 

Ⅲ 学校外での生活で注意してほしいことについて 

（ １ ）交通ルールを守り、事故にあわないよう十分に注意してください。 

（ ２ ）外出の際は、行き先、目的、同行者、帰宅予定時刻などを必ず家の人に知らせましょう。  

（ ３ ）夜間の外出はできるだけ避けてください。特別な用事もなく、コンビニやゲームセンター、駅周辺などに出歩か 

    ないようにしましょう。 

（ ４ ）不審者には十分注意し、被害に遭った場合や見かけたときには、警察や学校に連絡してください。また、不審電 

    話の対応にも気をつけ、特に他人の個人情報を安易に伝えることなどがないようにしましょう。 

（ ５ ）インターネットや携帯電話・スマートフォン等を使用する際は、十分にルールやマナーを守ってください。人を傷

つける行為、被害に遭うような行為がないよう注意しましょう。 

（ ６ ）他校の生徒や卒業生とのつきあい方には充分に注意しましょう。ささいなことが大きな問題に発展する場合が

あります。            

（ ７ ）トラブルに巻き込まれた場合や、そのようなことを目撃した場合には、すぐに近くの大人に知らせるか、警察や 

     学校に連絡してください。 

（ ８ ）飲酒・喫煙、万引き、薬物乱用、オートバイに乗るなどの触法行為は絶対にしてはいけません。 

（ ９ ）転入生は、前に在籍した学校の友人とのつきあい方に配慮し、松木中学校に連れてくるなどの行為はやめまし

ょう。 

（１０）午前授業の日等は、原則として１５時までは自宅学習となります。（部活再登校を除く） 
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生徒心得【校則等】の改正手続きについて 

生徒指導部 

 

【基本的な考え方】 

 生徒心得は、学校生活の秩序を守り、規範教育を推進するために必要なものである。しかし、よりよい学校

生活を過ごすためには必要によって改正できるという考えの基にあるべきである。 

 

《改正の手続き》 

１．教員主導の改正 

 生徒の健康面等、教員が必要と判断した場合は、教員が主導して改正を行う。 

  ①生活指導部で原案作成。 

   生徒総会（中央委員会）で、生徒の意思表示の場を設けることもある。 

  ②運営委員会、職員会議で検討・共通理解。 

  ③学校長の最終判断で改正。 

  ④保護者・生徒に改正通知。 

  ※必要に応じて、学級委員会・生活委員会等での話し合いやアンケートを実施し、生徒の意識 も参考と

する。また、場合によっては保護者アンケートの実施等も視野に入れる。 

        

 

２．生徒からの要望による改正 

 生徒からの要望が正当な意見だった場合に、改正の手続きを申請することができる。 

 ①生徒総会、生徒会本部、各専門委員会からの改正要望。 

 ②各委員会、中央委員会での十分な話し合い、もしくは企画書を作成させ、生活指導部、もしくは教員に 

  意見を提出する。 

 ③生活指導部（教員間）で検討。改正手続きの可否を討議。 

 ④運営委員会等で検討。改正手続きの可否を決定。 

 ⑤職員会議で確認。 

 ⑥学校長の最終判断で改正。（必要に応じて学校運営連絡協議会の承認を得る） 

 ⑦保護者・生徒に改正通知。 

 ※必要に応じて、全生徒を対象にアンケートを実施し、生徒の意識も参考とする。 

 ※必要に応じて、プレゼンテーションや公開討論を行い、全生徒の意識向上を図る。 

 ※ファッション性等での提案ではなく、「学校生活をより過ごしやすくするため」ということが前提 

   である。安易に改正されるものではないということも意識させる。 

 

 

令和５年度はこの流れに基づき、式典の際の白靴下限定を廃止した。 

令和６年度はこの流れに基づき、生活委員会をなくし、役割を学級委員等に割り振った。 

令和７年度はこの流れに基づき、服装についての決まりを一部改正した。 

 

令和４年度、「ブレザーの着用」「男女のリボン・ネクタイ選択」「靴下の色」の際、この流れを踏んだ。 


